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低所得高齢者等住まい・生活支援の取組に関する普及啓発事業 

近畿ブロック説明会 

都ハウジング 荒川 

京都老人福祉協会 橋川 

平成29年11月20日 

京都市高齢者すまい生活支援事業 

報告 

 資料４ 



社会福祉法人 京都老人福祉協会 事業概要 
 

 ・利用者の９５％が伏見区民 

• 職員数     778人 

• 女性の比率      約77.5％ 

• 現在産休・育児休暇中     16名 

• ６０歳以上         １58名 

• 最高齢        ８7歳 

• 最年少        １８歳 

• 障がい者雇用           28名 

 

• 設立  昭和３２年7月 

• 事業数（フォーマル） 46事業 

   養護老人ホーム 特別養護老人ホーム ショートスティ 

   通所介護 訪問介護 小規模多機能型居宅介護  

   地域包括支援センター  

   こども園 障害者生活支援センター 

   放課後等ディサービス 

• 拠点の数   １8拠点（すべて伏見区内） 

• 事業収入   約３２億 

• ここ5年で地域密着型サービス、子育て支援、保育、
障がい分野の事業割合増加。 
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ホームページ http://kyoro.or.jp/ 



京都市高齢者住まい・生活支援事業の概要 
                 平成29年4月～ 
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事業の対象地域(2017年4月） 5 

行政区 担当学区 実施法人名 不動産業者 

北区 
楽只・柏野・紫野 

京都福祉サービス協
会 

フラットエージェン
シー       
ライフミディ 紫竹・大宮・待鳳 端山園 

右京区 

水尾・宕陰・嵯峨・広
沢・高雄・宇多野・御
室・花園 

健光園 
長栄              
上野不動産 

嵐山・嵯峨野・常盤野・
太秦・南太秦 

嵐山寮 

東山区 
清水・六原・修道・貞
教・一橋・月輪・今熊野 

洛東園 
都ハウジング          
ランドスタイリング 

南区 

祥栄・吉祥院・祥豊・唐
橋 

清和園 
長栄              
上野不動産 

陶化・東和・山王 こころの家族 
上野不動産           
ランドスタイリング 

伏見区 

稲荷・砂川・藤森・藤
城・深草 

京都老人福祉協会 
都ハウジング          
ランドスタイリング 

久我・久我の杜・羽束
師・横大路 

京都福祉サービス協
会 

都ハウジング          
長栄 



6 

・京都老人福祉協会 

・京都福祉サービス協会 

・同和園 

・洛東園 

・京都福祉サービス協会 

・リガーレ暮らしの架け橋 

・清和園 

・こころの家族 

・健光園 

・嵐山寮 

・京都市老人福祉施設協議会 

  10法人参画 

 
・11行政区中7行政区を担当 

・西陣いこいの家 

・同和園 



●その他学区 
 桃山 1      

 板橋 3      

 小栗栖宮山 1  

 住吉 1     

  

●担当学区 
 深草 8  

 砂川 7  
 稲荷 1  

 藤森 1  

 藤城 0  

は、京都老人福祉協会の拠点 

見守り支援 件数23件（H29.9末現在） 

は、京都老人ホーム 

醍醐の家ほっこり 

春日丘センター 

小栗栖の家 

ほっこり 

板橋の町家 
ほっこり 

東高瀬川センター 

藤森センター 

北部包括 

稲荷の家ほっこり 
深草センター 
中部包括 

伏見センター 
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当事業における京都老人福祉協会の体制 

法人内の事業所で対応 

 当法人のサービス利用がある場合 

            ない場合 

   ・見守り支援に要する時間； 数分から60分程度 

                    （＋移動時間） 

   

主な相談内容； 安否確認、 郵便物の投函 電球交換 
一緒にお茶を飲みながら会話する時間がほしい 書類の内
容確認 ケアマネへの伝言 一緒にコンビニへコピーをと
りにいく、など。 
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相談件数、契約件数 

電話 訪問 契約利用者 



10 

0 0 0 0 0 0 

8 
11 12 

22 21 

32 

40 

31 32 

36 

42 
40 

47 48 49 

56 
59 60 

55 

63 

71 

65 

70 

0 0 0 0 0 0 0 1 
4 

2 
5 5 

8 
6 6 

9 8 
6 

9 8 

13 13 
11 

6 

11 
13 

9 

16 

12 

0 0 0 0 0 0 
2 

4 4 
6 

8 8 8 
10 10 10 11 11 11 11 

13 14 14 15 16 17 18 18 19 

H
2
6
.1

1
月

 

H
2
6
.1

2
月

 

H
2
7
.1
月

 

H
2
7
.2
月

 

H
2
7
.3
月

 

H
2
7
.4
月

 

H
2
7
.5
月

 

H
2
7
.6
月

 

H
2
7
.7
月

 

H
2
7
.8
月

 

H
2
7
.9
月

 

H
2
7
.1

0
月

 

H
2
7
.1

1
月

 

H
2
7
.1

2
月

 

H
2
8
.1
月

 

H
2
8
.2
月

 

H
2
8
.3
月

 

H
2
8
.4
月

 

H
2
8
.5
月

 

H
2
8
.6
月

 

H
2
8
.7
月

 

H
2
8
.8
月

 

H
2
8
.9
月

 

H
2
8
.1

0
月

 

H
2
8
.1

1
月

 

H
2
8
.1

2
月

 

H
2
9
.1
月

 

H
2
9
.2
月

 

H
2
9
.3
月

 

見守り支援件数 

見守り訪問 見守り電話 契約利用者 



(参考)相談者の状況（Ｈ29.3末） 
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※(注)把握できたケースのみ抜粋 
状況が確認できた84件中 

自立生活可（養護） 1 自己破産 1 
住居無 3 競売 1 
将来の不安 6 持ち家売却 1 
立ち退き 10 息子の結婚 1 
近隣トラブル 10 在宅復帰のため 1 

身体的理由（ＥＶ無など 13 
弟夫婦から追い出され
る 1 

家賃が高い 9 障がいのある子と同居 1 
弟と同居したい 1 
住み替え 5 
老朽化 9 
更新拒否 1 
虐待のおそれ 4 

家賃支給額減額 2 
狭い 2 
借金の担保 1 

本人 

30% 

ケアマネ 

18% 
地域包括 

30% 

その他 

22% 

相談経路 

本人 ケアマネ 地域包括 その他 
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契約者22人中（含解除者） 

養護老人ホーム 1 
住居無 3 
老朽化 4 
立ち退き 1 
更新拒否 1 
転居 2 
自己破産 1 
生活保護家賃支給
額減額・家賃高い 2 

住居が狭い 1 

競売 1 

環境面で現住居で
の生活が継続でき
ない（身体面） 

4 

近隣トラブル 1 

(参考)見守り支援契約者の状況（Ｈ29.3末） 

50代, 1, 

5% 

60代, 4, 

18% 

70代, 10, 

45% 

80代, 7, 

32% 

年代 

50代 

60代 

70代 

80代 

9, 41% 

13, 59% 

性別 

男 

女 

11, 50% 

4, 18% 

7, 32% 

要介護認定の有無 

無 

要支援 

要介護 
16, 73% 

6, 27% 

保証人の有無 

有 

無 



株式会社 都ハウジング 

所在地：京都市伏見区深草キトロ町３０番地１２ 

設立：１９７４年５月１７日 

宅地建物取引業免許：京都府知事（１２）第４００９号 

社員数：１９名（２０１７年１１月１日現在） 

事業内容：宅地建物取引業（不動産の売買・貸借・仲介） 

不動産管理（アパート、マンション、貸家、ガレージ） 

建設業（リフォーム）、損害保険代理業 

不動産コンサルティング業務（相続贈与・後見・家族信託・有効活用・空き家相談） 

高齢者住宅の仲介（サービス付高齢者住宅・老人ホーム等） 

 

創業４３年 京都市伏見区にて地元に密着した営業活動を展開 

２０１３年より高齢者住宅仲介部門を設立 

社会福祉法人、地域包括支援センター、病院等と連携し 

サービス付き高齢者住宅・有料老人ホーム・グループホーム等を 

中心とした高齢者施設の仲介事業を行っています。 
当社マスコットキャラクター 

ハローくん 
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事例１ 

木造２階建２階部分 

２Ｋ（築４０年） 

 

転居前             転居後 

ＲＣ造４階建１階部分 

１Ｋ（築２７年） 

 

14 



事例２ 

木造２階建２階部分 

２Ｋ（築４０年） 

 

転居前             転居後 

木造２階建１階部分 

２Ｋ（築４３年） 
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事例１ 

鉄骨造２階建 

店舗付き住宅（築３９年） 

 

転居前             転居後 

鉄骨造４階建１階部分 

ワンルーム（築２１年） 
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事例２ 

精神科病院にて長期入院 

 

転居前 

鉄筋コンクリート造７階建７階部分 

ワンルーム（築２８年） 
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転居後 



すまい提供にあたっての課題 

依然として高齢者の入居を拒む貸主は多い。 

貸主はどのような不安や懸念を抱えているのか？ 

 

【孤独死発生に対する不安】 

 

 ◎明渡し手続き 

  ・連帯保証人や身内の緊急連絡先がいない高齢者が多い。 

   誰が、どのような立場で、手続きをするのか。 

   死後処理などを受託している者・団体が正当な権利者であるか。 

 

  ・相続人が複数いる場合に手続きがスムーズに出来るか。 
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すまい提供にあたっての課題 

【孤独死発生に対する不安】 

 

◎残置物の撤去・原状回復 

 ・貸主が残置物を処分した後に相続人などからクレームがこないか。 

 

 ・物件に損耗箇所がある場合の補修費用を回収できるか。 

 

 ・発見が遅れた場合、腐乱などによって物件の損耗が激しくなるのではないか。 

  特殊清掃など通常よりも原状回復費用が高額になるのではないか。 
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すまい提供にあたっての課題 

【孤独死発生に対する不安】 

 

 ◎物件価値の下落 

  ・心理的な影響で近隣からの評価が下がってしまったり 

   他の入居者が退去してしまうのではないか。 

   

  ・入居者募集を再開する場合に、長期空室化したり 

   賃料が低下してしまうのではないか。 
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すまい提供にあたっての課題 

（その他の不安） 

 

１．収入面での不安 

 本事業対象者の主な収入は年金であり、生活保護を受給している世帯も多い。 

 必要最低限の生活をしている世帯に貸借する場合、万一、賃料の滞納が発生した時に 

 収入を増やす、支出を減らすといった改善が困難なケースが多い  

 

２．生活面での不安 

 判断力の低下等によって近隣住民や他の入居者とのトラブルが起きるのではないか。 

 火災、騒音、ごみの出し方などトラブル発生時に苦慮する場合が多いのではないか。 

 

３．安否確認・緊急時の対応においての不安 

 日常的な安否確認や緊急時の対応において、負担になるのではないか。 
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すまい提供にあたっての課題 

（見守りサービスによって軽減される不安） 

・安否確認、緊急対応、明渡し手続きの事務負担の軽減 

・日常の生活相談による生活面でのトラブルの予防、解決 

・物件内での孤独死の予防、発見の早期化 

 

本事業の「見守りサービス」によって、貸主のリスクが軽減され 

高齢者の受け入れに理解を頂けるケースが増えた。 

 

今後の課題として、明渡し手続きをスムーズに実行出来る仕組みや 

原状回復費用などの金銭負担に対しての不安を解消する仕組みが必要。 
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見守り支援の課題 

地域との関係性の構築支援 引越し後にまわりの住民や地域と関係
を築き暮らしていくために、単に住む、ということだけではなく、
転居後に地域と関係性を作っていくための場やしくみの提供。 

  ・地域包括に聞いて地域のイベントを紹介(現状は紹介のみ、導入 

   まで関わる必要性） 

死亡後の対応 身元引受人がいない場合  

広報 市民や関係団体への周知方法（市民新聞、法人内会議、地域
会議・連絡会など 
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ご清聴ありがとうございました。 
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